
公表までの流れ立入検査 

 

 

 

 

 

    事業所の方へ 

       次のような場合には、消防用設備等の設置義務が発生し、重大な消防法令違反になる場合があります。 

事前に消防本部予防課へ御相談ください。（予防課：0569-64-0121） 

①増築や改築、隣接建物との接続を行う場合 （1 棟の建物において、延べ面積を変更する場合） 

 

 

 

 

 

②飲食店、物販店、旅館、福祉施設などの用途が新たに入居する場合 （テナント入居や業務形態を変更する場合） 

       

       

       

 

 

      ③荷物や棚などで窓や扉を塞ぐなど、開口部の閉鎖及び変更の工事を行う場合 

 

ホームページに公表されます！ 
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